
長瀞町にお住まいの皆様へ 令和５年５月

新型コロナウイルス感染時の重症化リスクが高い方を対象とした令和５年春開始接種が行わ

れます。秩父地域では、令和５年５月１８日から予約開始、５月２７日から接種開始します。

予約方法は、これまで同様コールセンター（０５０－２０１８－２７９５）またはＬＩＮＥから

の受付です。使用するワクチンは、オミクロン株対応２価ワクチンです。

１．接種対象者

１、２回目接種を終了し、最後に接種した日から３か月以上経過した以下の方です。

①６５歳以上の方

②５歳以上６４歳以下の基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方

※基礎疾患の範囲については裏面の下段をご確認ください。

③医療機関、高齢者施設、障害者施設等の従事者の方

※対象者①～③以外の方は接種できません。９月以降の令和５年秋開始接種では５歳以上の

すべての方が対象となる予定です。

※接種は３回目や６回目など、人によって異なります。1人 1回の接種です。

２．接種券（予診票）の発行

対象者の区分と直近で送付された接種券の使用の有無で接種券の発行方法が異なります。

≪対象者①～③の方で、直近の接種券を使用しないまま持っている場合≫

お手元の接種券を使用してください。申請は不要です。

≪対象者①の方で、直近の接種券を使用し、手元に接種券がない場合≫

５月前半に接種券が送付されますので、申請は不要です。

なお、令和５年春開始接種を受けていない対象者①の方で、長瀞町へ転入された方は申請

をお願いします。

≪対象者②、③の方で、直近での接種券を使用し、手元に接種券がない場合≫

令和５年春開始接種を希望される場合は、接種券発行申請が必要となります。裏面の送付

申請書により手続きをお願いします。

※接種券を使用しないまま紛失している場合は送付されません。再発行として申請してくださ

い。

※対象者①～③以外の方は、接種対象ではないため申請できません。

３．接種期間

令和５年８月３１日までの期間にオミクロン株対応ワクチンを１回接種できます。

４．接種券の申請方法と発送時期

「持参」、「郵送」又は「ＦＡＸ」で裏面の申請書にご記入のうえ下記へ提出してください。

申請を受理後、準備が出来次第順次送付いたします。なお、接種券発行には時間を要する

場合があるため、余裕をもって申請手続きをお願いします。

【提出先・お問い合わせ先】

〒369-1392 長瀞町大字本野上１０３５番地１ 長瀞町役場 健康こども課

電話 ０４９４－６６－３１１１ ＦＡＸ ０４９４－６６－３５６４

新型コロナウイルスワクチン

令和５年春開始接種についてのお知らせ


